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	35
	解答　16
	×　（法43条1項）　標準報酬月額の随時改定は、継続した３か月間（支払基礎日数が「17日未満」の月を除く）の報酬の平均と現在の標準報酬月額に著しく差が生じた場合であって、保険者等がそれを必要と認めた場合に行われる。
	×　（法43条1項）　標準報酬月額の随時改定は、継続した３か月間（各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、「17日以上でなければならない」）に受けた報酬の総額を３で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合であって、保険者等がそれを必要と認めた場合に行われる。


	

	65
	解答　45
	×　（法74条1項2号、法86条2項）　保険診療部分は2割負担、保険外診療部分の5万円は全額負担となり、被保険者の支払額は「7万円」となる。なお、出題当時は正しい記述であったが70歳以上の自己負担額が1割から2割の引き上げられたため誤りとなった。
	※　70歳に達する月の翌月以降に係る保険診療部分の自己負担割合(一定以上所得者を除く)は、本則上は２割であるため、設問の被保険者の支払額は、保険診療部分の「２万円」と保険外診療部分の5万円で合計７万円となり「×」であるが、自己負担割合を１割に据え置く経過措置が平成22年3月まで延長されたことにより、実際には、保険診療部分の「1万円」と保険外診療部分の5万円で合計6万円となるため解答は※とした。
	

	107
	解答　30

	○
	×
	


